
社会保障II　2026年1月5日（月）3限目 13:00 ～14：30 　講義室 304
第10回【雇用保険制度の概要】目的、対象、給付の内容、財源構成　第5章社会保障制度の体系 第４節労災保険制度と雇用保険制度の概要 （3）雇用保険制度　p.205-214
●リアクションペーパーII＃10
学科名　　　　　　　　　学年　　　　学生番号　　　　　　　氏名　　　　　　　
雇用保険制度ついて、間違っている番号を４つ選び、その箇所にアンダーラインを引きなさい。(2)(6)(7)(8)
(1) 雇用保険制度は、労働者の失業／雇用継続／職業教育訓練／家族介護／育児休業などについて必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定、求職活動・就業継続を促進することを目的としている。
(2) 雇用保険二事業とは、雇用安定事業と雇用福祉事業をいう。⇒能力開発事業（能力の開発及び向上）＊雇用福祉事業は雇用保険三事業の頃まで
(3) 雇用保険制度は第二次世界大戦後の経済の混乱による生じた多数の失業者の救済を目的に1947（S22)年に創設された。名称は失業保険だった。
(4) 1960年代の高度経済成長が終わり、1974年の石油ショックを契機に再び失業率の上昇と低成長経済への移行が始まり、制度の見直しが行われ、1975（S50）年雇用保険法が成立、失業予防・雇用促進などの機能が追加され雇用保険三事業（現在：雇用保険二事業）に拡張されたが、2007年の雇用保険法等の一部を改正により、雇用福祉事業が廃止され、雇用保険二事業とされた。
(5) その後も就業構造の変化に対応し、育児休業給付、高齢雇用継続給付、介護休業給付、教育訓練給付の創設などが行われている。
(6) 雇用保険法は労働者を雇用するすべての事業に任意で適用される。⇒強制的に
(7) 適用事業に雇用される労働者は、公務員、週所定労働時間が20時間未満の者、30日以下の短期雇用者なども含め、原則として被保険者になる。を除き
(8) 雇用保険の財源＝事業主と労働者（被保険者）が負担する保険料＋国庫負担。国庫負担は求職者給付で2分の1、育児休業給付などで4分の１となっている。⇒４分の１、８分の１
(9) 求職者給付の一般被保険者給付の基本手当（いわゆる失業手当）の受給条件は①離職中、②労働の意思及び能力あり③ハローワークへの登録④被保険者期間12 か月以上が必要。受給期間は90日から360日。受給額は基本手当日額＝離職前6ヶ月の平均日額の50％から80％（60－65歳は45％から80％）。
(10) その他の求職者給付としては、高齢者求職給付金、短期雇用被保険者に対する特例一時金、日雇求職者給付金がある。
(11) 就職促進給付には就職促進給付（再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就業支援手当)、移転費、求職活動支援費がある。
(12) 教育訓練給付には①一般教育訓練給付金：指定の教育訓練を受講修了、受講費用の20％（上限10万円）支給と②専門実践教育訓練給付金：指定する教育訓練の受講受講修了、受講費用の50%（上限40万円／年）がある。
(13) 雇用継続給付には①高年齢雇用継続基本給付金②高年齢再就職給付金③介護休業給付がある。
(14) 育児休業給付：元々雇用継続給付金であったが2020(R2)年度から出生時（産後8週間以内）と育児（１歳未満）について育児休業・育児休業給付金（当初６ヶ月休業前賃金日額の67％、6ヶ月以降50%☓休業日数）を取得できるようになった。
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